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シンポジウム 「造血幹細胞移植のこれまでとこれから」 

講演 1  

初発時から抗HPA-5a抗体による血小板輸血不応症を合併

していた急性骨髄性白血病の一例 

国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科    山口 公平 

【症例】 

38歳女性。既往歴として 18歳時に肺炎での入院歴あり。妊娠歴は 1妊 1産。X年 8月ごろ

から前医で軽度の白血球減少指摘あり。X年 11月下旬から40℃近くの発熱持続し近医受診。

抗生剤等で一時解熱するも 12月下旬に再び症状出現。前医受診し採血にて末梢血中異常細胞

を認めたため、X年 12月 28日当科紹介初診し入院となった。 

 初診時身体所見は、意識清明で全身状態は良好で PS 0。身長 165cm、体重 59.0kgでバイ

タルサインは血圧 121/71mmHg、脈拍 76回/分、体温 36.5℃、SpO2 97％であった。眼

球結膜に貧血は認めるが黄疸はなし。歯肉腫脹なし。全身のリンパ節腫大や肝脾腫は認めなかっ

た。初診時採血検査所見は以下に示す（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 初診時採血検査所見 
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入院当日、骨髄検査施行し急性骨髄性白血病（AML）と診断（図 2）。遺伝子検査の結果から予

後良好といわれるNPM1遺伝子変異が検出され、NPM1遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病の

診断となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 初診時骨髄検査所見 
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 入院後、抗生剤投与をはじめとした全身管理を行い、X+1年１月６日からイダマイシン（IDR）＋

キロサイド（AraC）による寛解導入療法を開始（図 3）。Day11の 1月 16日に敗血症性ショック

となり、抗生剤の変更やG-CSF投与、一時的なステロイド投与などを行い改善。化学療法による

骨髄抑制のため同時期に血小板数は 1万/μL未満で経過。連日の血小板輸血にもかかわらず血

小板数の上昇は得られなかった（図 4）。寛解導入療法Day23頃から骨髄は回復傾向となり全

身状態も改善。ただし骨髄抑制から回復後の２月２日に CT施行したところ無症状ではあったが

肺血栓塞栓症が判明し抗凝固剤の内服も開始した。骨髄検査では芽球は３％まで低下していたも

のの、NPM1遺伝子変異は検出され、血液学的寛解は達成していたものの細胞遺伝学的寛解は

得られなかった。CTで肺血栓塞栓症の改善を確認し２月２４日から再寛解導入療法（IDR＋

AraC）を開始。Day8に発熱を認めたが抗生剤投与で速やかに解熱し全身状態は良好に経過し

たが、再寛解導入療法時も血小板輸血への反応は不良で血小板数は 1万/μL未満で経過。皮下

出血や口腔粘膜出血はみられたが、幸い臓器出血をはじめとした重篤な出血症状は認めず骨髄

抑制からの回復とともに血小板数は改善。４月１日の骨髄検査で NPM1遺伝子変異の消失を確

認し細胞遺伝学的寛解を確認した（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 寛解導入療法および再寛解導入療法の経過 

 

 

 

 

 

 

 



－4－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 （上）寛解導入療法時の血小板数の推移 

（下）再寛解導入療法時の血小板数の推移 

 

 

 

 

 



－5－ 

 

 

 １コース目の寛解導入療法中の血小板輸血への反応が不良であったため、2月 15日に日本赤

十字社東北ブロック血液センターに患者 HLA・血小板抗体検査を提出したところ、血小板抗体

（HPA）検査で HPA-5a抗体を有することが判明。輸血開始前の保存血清での検査でも同様に

HPA-5a抗体が検出され、このことからおそらく妊娠・出産により抗体が産生され、AML発症時

から血小板輸血不応症を合併していたと考えられた（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 患者 HLA・抗血小板抗体（HPA）検査結果 

 

 

 青森県血液センターのご尽力で、日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 検査部検査三

課にて、患者本人および HLA一致同胞である実弟も含めた血縁者の HPA抗原検査を施行して

いただき、患者本人はHPA-5b/b抗原保有、HLA一致同胞である実弟は HPA-5a/a抗原を

保有していることが判明（図 6）。HPA-5b抗原は日本人のわずか 8.6％のみに検出され、さら

に造血幹細胞移植後の抗血小板抗体によるドナー候補である実弟由来の血小板の破壊も懸念さ

れることから、本人・家族とも話し合いの上、AMLについては細胞遺伝学的寛解を達成しており

そのまま地固め療法へと進める方針とした。 

 地固め療法時には、これも青森県赤十字血液センターおよび日本赤十字社東北ブロック血液セ

ンターのご尽力により、抗HPA-5a抗体に対して適合血の血小板輸血を投与することができ血

小板数は安定し、安全に地固め療法を遂行することが可能であった（図 7および図 8）。なお、抗

HPA-5a抗体は Fcレセプターを介した血小板破壊であると考えられ、大量ガンマグロブリン療

法も併用して地固め療法を施行しているが、その効果についての判定は難しかった。現在も細胞

遺伝学的寛解を維持しつつ地固め療法遂行中である。 
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図 6 患者及び血縁者HPA抗原検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 地固め療法 １コース目および２コース目の経過 
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図 8 （上）地固め療法 １コース目施行時の血小板数の推移  

（下）地固め療法 ２コース目施行時の血小板数の推移 
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【結語】 

 今回、初発時から抗 HPA-5a抗体による血小板輸血不応症を合併していた AMLの一例を経

験した。同種抗体である HPA 抗体は，免疫原性を持つ血小板膜糖蛋白の 1 アミノ酸の違い

（多型）により輸血や妊娠にて産生される抗体である。HPA-5抗原は血小板膜蛋白であるGPⅠ

a上に発現しているが、血小板１個あたり 1000～2000分子と発現している分子量は必ずしも

多くはないものの、本症例では血小板輸血不応をきたしていた。 

 青森県赤十字血液センターならびに日本赤十字社東北ブロック血液センターのご尽力により適

合した血小板輸血を施行することができ安全に地固め療法を施行することができ、AMLについ

ては現在のところ幸い細胞遺伝学的寛解を維持している。しかし、日本赤十字社関東甲信越ブロ

ック血液センター 検査部検査三課にて試行していただいた検査結果では、患者本人は HPA-

5b/b抗原保有、HLA一致同胞である実弟はHPA-5a/a抗原を保有していることが判明して

おり、抗HPA-5a抗体を有する本症例に対して造血幹細胞移植を検討する際に、どのような対

策（例えば非血縁骨髄バンクドナーあるいは非血縁者臍帯血で HPA-5a抗原を保有しないドナ

ーソースの検索が可能かどうか、造血幹細胞移植を検討する際に血小板破壊の場である脾臓摘

出術が有効である可能性があるかどうか、など）を検討する必要があるかについてご意見をいた

だければ幸甚である。 
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シンポジウム 「造血幹細胞移植のこれまでとこれから」 

講演２ 

青森県の成人造血幹細胞移植の 20年を振り返って       

青森県立中央病院 中央診療部門 部門長     久保 恒明 
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シンポジウム 「造血幹細胞移植のこれまでとこれから」 

講演３ 

日本赤十字社の造血幹細胞事業について 

日本赤十字社血液事業本部 技術部次長     高梨 美乃子 

 

1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 

 

永らく基本法のないままに実施され発展してきた非血縁者間造血幹細胞移植であったが、

2012年 9月には「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律（造血幹細胞提

供推進法）」（平成 24年法律第 90号）が成立し、本邦の非血縁者間造血幹細胞移植の基本的な

体制が法的に規定された。 

「造血幹細胞提供推進法」第 4条には、国の責務が書かれている： 

国は、前条の基本理念にのっとり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を

策定し、および実施する責務を有する。 

 本法により、「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業」、「臍帯血供給事業」および「造血幹細胞提

供支援機関」による非血縁者間造血幹細胞移植を支える社会構造が規定された。日本赤十字社が

本法律に基づく造血幹細胞提供支援機関として 2013年 10月に指定され、2014年 1月 1日

より本法律は全面施行された。続いて日本骨髄バンクと各臍帯血バンク事業者は、国の許可を得

るための申請を行い、審査を経て、それぞれ 2014年 4月 1日に許可を得た。 

 

 

2. 骨髄バンク 

 

 1991年 12月、民間の骨髄バンク事業を統合した公的骨髄バンク事業として厚生省（当時）が

骨髄移植推進財団（当時）を認可した。1992年 1月より日本赤十字社にて、骨髄バンクドナー登

録希望者の受入れ、HLA検査、個人情報管理などの事業を開始した。2013年 10月、骨髄移植

推進財団から公益財団法人 日本骨髄バンクへと名称を変更した。 

これまでの骨髄バンクドナー登録者は総計 86万人であるが、年齢や健康上等の理由で登録

が取り消されることもあり、現在の有効登録者数は 53万人である（図 1）。さらに海外勤務やコ

ーディネート中などの理由により一時的に HLA適合検索対象から外れることもある。実際に

HLA適合検索の対象となるのは 39万人前後となっている。日本骨髄バンクは骨髄ドナー登録

の推進、広報とともに、患者登録、ドナーとのあっせんを本務とする。患者登録から移植までの日

数が長いことが課題とされており、2020年度は 130日であった。 

海外では骨髄移植から末梢血幹細胞移植への移行が著しく、本邦でも血縁者間移植において

は末梢血幹細胞移植への移行が明らかであるにもかかわらず、非血縁者間末梢血幹細胞移植の
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第 1例は 2011年であった。末梢血幹細胞移植は 2021年 6月末までに累計 1,255例であ

る。 

 

 

 

3.臍帯血バンク 

 

1）法的規制 

臍帯血供給事業者は「移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令」で定める

基準を遵守しなければならない。さらに、「移植に用いる臍帯血の品質のための基準に関する省

令の運用に関する指針（ガイドライン）」が制定され、より詳細に説明と同意書の取得、臍帯血採

取、保存、検体保存、問診、検査項目、搬送について述べられており、臍帯血採取から凍結開始ま

での経過時間が 36時間を超えないこと、調製開始に当たっては総有核細胞数がおおむね

12x108以上であること、臍帯血を移植のために公開する期間は基本的に採取から 10年を経

過するまで、などとされている。 

造血幹細胞提供推進法に基づいて 2014年 4月に臍帯血供給事業者の許可を受けたのは、

日本赤十字社を含む 3事業者 6バンクであった。 

 

2）臍帯血バンク業務 

 臍帯血バンクと契約した臍帯血採取医療施設が 96か所ある。産科医師、助産師、その他のスタ

ッフが協力して、妊婦への広報と臍帯血提供の同意取得を行い、出産時に臍帯血を採取する。臍

帯血は付随する提供同意書などの書類ともに臍帯血バンク（臍帯血調製保存施設）に運ばれ、細

胞数が十分ある場合に調製保存される。検査を経て、臍帯血を提供した母児の健康調査を 4か

月以降に行い、保存後 9か月まで追加情報を待ってから造血幹細胞移植支援システムにデータ

を送付し公開登録する（図 2）。 
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 8月 1日時点の公開臍帯血は 9,341である。2016年以降、本邦の非血縁者間移植のうち 5

割以上が臍帯血移植である。 

 

 

 

4. 造血幹細胞提供支援機関 

 

1）「造血幹細胞提供推進法」 

造血幹細胞提供支援機関については第 44条から第 52条に定められ、その業務は第 45条

に書かれている。 

 

2）支援機関の業務（第 45条）（図 3） 

（第一号）移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録その

他造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業

に必要な協力を行うこと。 

（第二号）造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供

給事業について、必要な連絡調整を行うこと。 

（第三号）第一号の登録をした者に係る移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞に関す

る情報並びに第三十四条の規定により臍帯血供給事業者から提供された移植に用いる臍帯血に

関する情報を一元的に管理し、並びにこれらの情報を造血幹細胞移植を行おうとする医師その他

の移植に用いる造血幹細胞を必要とする者に提供すること。 

（第四号）移植に用いる造血幹細胞の提供に関する普及啓発を行うこと。 
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3) 日本赤十字社 

 骨髄バンクドナー登録希望者の受入れ、HLA型検査と骨髄ドナー登録者の個人情報管理は造

血幹細胞提供支援機関としての日本赤十字社の業務である。この状況は、骨髄バンク発足当時か

ら日本赤十字社が輸血医療に必要な HLA検査技術を持っていたことと、骨髄ドナー登録者と献

血者が大きく重なることによる。骨髄バンクドナー登録希望者の受入れ場所は日本赤十字社の献

血窓口が 99％であり、その他は日本骨髄バンクの単独登録会や保健所などがある。 

非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植を希望する患者は日本骨髄バンクに患者登録を行い、日本赤

十字社で HLA適合検索を行う。ドナーコーディネートが開始されるときに、対象ドナー登録者の

個人情報が日本骨髄バンクに連絡される。 

 2020年 11月 30日にリリースされた造血幹細胞移植支援システム・医療機関支援機能によ

り、移植施設は患者登録の後、システム上で適合検索結果を参照し 10名までのドナー候補者を

選ぶことができる。本システムの管理運営も日本赤十字社が担っている。 

 

 これらに基づき、日本赤十字社は骨髄ドナー登録、HLA検査、個人情報管理、適合検索を行う。

関係団体の情報共有に努め、臍帯血の品質向上を目的とする研修会の開催を行っている。また造

血幹細胞移植支援システム医療機関支援機能を運営している。 

 造血幹細胞移植情報サービス https://www.bs.jrc.or.jp/bmdc/index.html にて業務

関連のデータ等の情報とともに啓発資材を見ることができる。 

 

 

著者の COI (conflict of interest)開示：本論文発表内容に関して特に申告なし。 

 

 



－23－ 

 

シンポジウム 「造血幹細胞移植のこれまでとこれから」 

講演４ 

青森県のドナー登録の現状について 

「ボランティアの立場から」 
 

青森県骨髄ドナー登録推進会 代表         佐藤 孝治 

青森県骨髄ドナー登録推進会                青山 春美 

 

青森県骨髄ドナー登録推進会は、ドナー登録だけが目的ではなく、青森県赤十字血液センタ

ーの協力のもとに献血活動の推進を理念としている。 

2021年 5月現在、青森県内のドナー登録者数は、9,999人（累計 14,139人）。青森県内

の患者登録者数は、10人（累計 355人）となっている。 

青森県内の移植例数は、累計で 120例、骨髄採取数は、211例となっている。 

2020 年に全国で、日本骨髄バンクからドナー候補者 23,544 人に対し候補者に選ばれた

ことを伝えたところ、初期段階で、13,859人の方が会社を休めない、休むと給料が引かれる、

上司に言いづらい等の理由で中止となっていた。大半が 20 代から 30 代の方々であった。結

果として、移植希望患者 1,296人に対して、ドナー提供者は 1,096人であった。  

2005 年に白血病で息子さんを亡くされた新潟県加茂市在住の高野さん夫婦等の働きかけ

により、加茂市は 2011 年度、全国に先駆け、ドナー支援助成制度を導入した。助成制度は、

2021年6月現在、43都道府県768市町村に広がり、近年は本人だけでなく、ドナーの勤務

先にも助成する自治体が増えている。 

 青森県においても、2019 年 4 月に骨髄ドナー支援制度が導入され、導入市町村に対して、

青森県が半分の補助をすることとなった。2021年6月現在、40市町村中25市町村が骨髄

ドナー支援制度を導入している。 

また、ドナー休暇制度を導入した企業に対しても青森県が半分の補助をすることとなった。

骨髄バンクを介して骨髄・末梢血幹細胞を提供するためには、約 10日間の休暇が必要であり、

その期間を特別休暇として承認することがドナー休暇制度である。 

今後、少子高齢化に伴い、企業では、ますます休暇が取りづらくなり、ドナー提供辞退者も増

加することが予想される。初期段階での中止を減少させるためには、市町村によるドナー支援

制度、企業によるドナー休暇制度が重要となる。 

骨髄移植は、患者にとって最後の砦である。これを断たれると頑張ろうとする意欲が失われ、

患者・家族にとってはつらい死を待つしかないこととなる。 

青森県骨髄ドナー登録推進会では、移植を待っている患者さんのために一人でも多くの方々

にドナー登録を呼びかけている。是非、皆様のご協力をお願いしたい。 

（青森県骨髄ドナー登録推進会 代表         佐藤 孝治） 
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青森県骨髄ドナー登録推進会のメンバーとして参加するきっかけとなったのは、2012 年に

骨髄異形成症候群と診断されたのがきっかけであった。 

当時横浜市で働いていたが、階段の上り下りの息切れや倦怠感、歯茎からの出血が止まらな

い、立ち眩みなどの症状が多くなり、横浜赤十字病院を受診したところ医師から、 

「あなたの病気は骨髄異形成症候群です。」 

「あなたまだ若いから移植した方がいい。」と骨髄移植を勧められた。 

骨髄異形成症候群と言われすぐには受け入れられず、先生の説明も他人事のようでよく理解

出来ない状況のまま、骨髄移植を勧められた。 

「移植って何？」 

「ドナーが必要？」 

「ドナーから提供してもらえるのか？」と悩んでいる間に、移植の話が進んでいった。 

骨髄移植、治療費、仕事の事などを考えると不安でしかなく、住み慣れた横浜での生活の全

てが無意味で、異国にいるような孤独感で辛くなり、移植をするなら家族のいる青森で治療し

たい思い、紹介状をもって青森県立中央病院を受診した。 

血液内科での待ち時間はとても長く感じられたが、看護師の聞きなれた津軽弁に「あ～青森

に帰って来た！」という安心感で不思議と「生きられる！」と生きる希望が湧き、自分の生まれ

たこの病院で移植するかもしれない、「移植して生きられるまで生きる！」という決意に変わっ

た。 

そんな事を考えながらふと目に留まったのは、壁に貼られていた「血液疾患と歩む患者と家

族の会 まろまろ」の会報であった。 

患者さんの病気の話、楽しそうな遠足の案内。そして、その下にある骨髄バンク説明員のボラ

ンティア募集の記事が目にとまった。 

よし！この活動に参加しよう！今すぐやろう！と思い看護師さんに“まろまろ”と“骨髄バン

クのボランティア活動”に参加したいと相談した。 

看護師さんがその場ですぐ“まろまろ”の代表「山本氏」に連絡、「山本氏」から青森県ドナー登

録協力会（参加当時の会の名称）代表の「佐藤氏」とすぐ電話をして対応してくれたおかげで、物

事がすすんでいき、「佐藤氏」に入会希望の電話をした。 

挨拶に伺った合浦公園で、そのまま献血の呼びかけのお手伝いをして、その約１ヵ月後には

説明員の資格をいただいた。 

この登録会の活動では、たくさんの人との出会いがある。 

突然手を差し出されて「主人が骨髄バンクにお世話になって助かったのよ。有難う！」とお礼

を言って握手されたり、「娘が白血病かもしれない…移植しなければならないかも…」と心配そ

うなお母さんに話かけられたり、「父が白血病で寛解し、助けてもらったので登録します」と登録

してくれた若い青年に出会ったり、「この子、ダウン症なんだけど、生まれた時にたくさんの血を

もらってお世話になったの。だからお礼に誰かのために登録したくて」と声を掛けてくれたお母

さんとの出会い等々。 

「誰かの役にたてるなら…」と沢山の皆様に登録して頂いている。 

登録会に参加する度に、あたたかい気持ちになり、勇気と感動を毎回たくさん貰い、血液疾
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患の仲間の為にも！と思って始めた活動で、私自身が勇気と希望と元気をもらっている。 

骨髄異形成症候群と診断されて、この活動を始めて今年で９年になるが、その間、肺アスペル

ギルス症で肺の切除、薬の服用を続けながら、元気でいられるのはこの活動のおかげだと思っ

ている。 

骨髄バンクのポスターに「あなたにしか救えない命があります」と書かれている。 

血液疾患の患者が生きるため移植をするには、HLA・白血球の型が合うかどうか必要である。

兄弟で合う確率は 25％。多くの患者さんは非血縁者間での移植となり、型の合う誰かの助け

がないと生きられない。 

多くの患者さんの命をつなげる為にも、血液疾患の理解を深める活動、ドナー登録会及び骨

髄移植の啓発活動をこれからも行い、血液疾患の患者さんに寄り添い、サポートをしていく活

動をこれからも続けていきたい。 

（青森県骨髄ドナー登録推進会                青山 春美） 
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日本赤十字社東北ブロック血液センター 

宮城県仙台市泉区明通２丁目６－１ 

（０２２－３５４－７０７０） 

 

青森県赤十字血液センター 

青森県青森市花園２－19－11 

（０１７－７４１-１５１１） 

 

 


